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新日本製鐵㈱および(社)日本鉄鋼連盟における

公 害防止 対策の 取組状 況・方 向性に つい て

 

１．新日本製鉄の全社的な公害防止対策への取組 

（１）公害防止管理の意義の認識 

■■公害法令違反は事業者が両罰規定で罰せられ、その影響は事業存続

クと認識し、1970 年の会社発足以来、組織的な取組を推進している

年に社会と共生し、社会から信頼されることをグループ経営理念の

環境保全に最善の努力を払うことを経営の大前提として事業を展開

■■また、当社では、製鉄所が自律的に公害防止を行うことを目的とし

の枠組みを構築している。公害防止の中心にあるのは製鉄所であり

おいて公害防止に係る設備の運転、維持管理、測定、緊急時の対応

治体とのコミュニケーションなどが行われている。 

経営者は、製鉄所において自律的な公害防止が機能していることを

ともに、CSR などを念頭に全社的な方針を策定する。本社経営スタ

管理部門）は、経営者が策定した方針に基づき経営を補佐し、会社

害防止を推進している。 

（２）公害防止体制の整備 

■■1970 年に本社に公害防止対策委員会および設備部環境管理室を設

で公害防止設備を計画的に導入した。1971 年には環境管理室を環境

組して、公害防止組織整備法の主旨に則り、公害防止において中心

果たす製鉄所の製鉄所長を責任者とする公害防止体制を整備した。

環境管理基本方針を設定して、ＳＯｘやＮＯｘの排出削減等の公害

計画的に推進した。 

■■1993 年に前年に国際鉄鋼協会が制定した環境声明を受けて、環境に

指針を策定し、製鉄所毎に製鉄所長を責任者とするＩＳＯ１４００

マネジメントシステムを導入し、1996 年名古屋製鉄所を最初に第三

への登録を開始し、2000 年度までに全製鉄所の登録が完了した。 

一方、本社環境管理部において環境監査を 1996 年から実施し、製鉄

マネジメントシステムによる公害防止活動の推進状況を確認すると

ゼンの自主管理など全社で展開すべき公害防止施策を推進してきた

1 
資料２
8 年 10 月 5 日 

 

 

に及ぶリス

。また、2004

第一にあげ、

している。 

た公害防止

、製鉄所に

ならびに自

確認すると

ッフ（環境

としての公

置して全社

管理部に改

的な役割を

1972 年には

防止対策を

関する行動

１に基づく

者審査機関

所における

ともにベン

。 



■■1998 年には、環境部に改組し、環境経営委員会を設置して公害防止状況の年度

点検結果等を環境報告書として発行し、また、2000 年に環境基本方針を改訂し、

加えて中期環境経営計画を策定して全社の重点的な取組を明確にして公害防止

を含む環境管理に関する全社の取組体制を強化した。 

■■2004 年には、前年発生した名古屋製鉄所におけるガスホルダー爆発事故を受け

て、製鉄所長の公害防止統括者としての責任を全社規定で再度明確化し、先の

環境基本方針、中期環境防災経営計画策定や監査とともに全社マネジメントの

視点で推進している。 

 

２．製鉄所における公害防止対策への取組 

（１）公害防止管理の意義の認識と体制の整備 

■■製鉄所では公害防止統括者は所長であり、従来から法律に基づいて公害防止活

動を推進してきた。一方、ＩＳＯ１４００１の規格では法令遵守を方針として

設定する基準となっている。 

■■ＩＳＯ規格を適用することにより製鉄所長から現場レベルまで法令遵守の観点

で責任と権限を明確にする必要があり、従来の公害防止管理者等の専門家によ

る公害防止活動が、ＩＳＯ規格で要求されている内部監査によって再点検され

て、公害法令を遵守する全員参加型の体制が 1996 年以降整備された。 

■■この体制の中で、環境管理部門に公害防止管理者を配置し、かつ環境管理部門

がＩＳＯ１４００１規格に基づく活動の推進事務局として製鉄所の全組織の公

害防止活動を推進することとなった。 

具体的には、公害防止設備の維持管理、測定、緊急時の対応について、製鉄所

のマニュアルを整備して、環境管理部門と製造部門等の責任と権限を明確にし

て活動し、内部監査で検証しながら公害防止活動を推進している。測定データ

の監視は環境管理部門で実施し、公害防止管理者が統括している。 

また、地方自治体との協議も公害防止管理者が実施し、環境管理部門がその結

果を環境管理活動に反映している。 

（２）公害防止対策に関する従業員教育 

■■製鉄所の公害防止活動に必要な知識については、各製鉄所の組織で策定してい

る公害防止を含めた標準に則って、年度計画を作成しその計画に基づいて作業

レベルから組織を超える共通の環境技術について実施している。 

新任の管理者については別に環境管理部門が標準に則り実施しており、あわせ

て新しく配置された従業員について訓練を実施している。加えて、他の事業者
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での違反事例等を参考に計画に追加して実施することもあり、昨年は水質汚濁

防止法に関する教育を全従業員対象に実施している。 

また、公害防止管理者レベルの専門家の養成が必要であるとの認識から、全社

をあげて資格の取得を推進している。現在、当社では 500 名程度の公害防止管

理者が在籍しているが、毎年約 5％増加している。なお、公害防止管理者のレ

ベルアップは社内教育では不十分なため、法律の主旨に従って全国規模の再教

育が必要と考える。 

■■鉄鋼業に関連する公害防止法令の制定や改正については、（社）日本鉄鋼連盟の

活動の中で、本社環境部が事前に情報を入手して製鉄所の環境管理部門への説

明会を開催するなど、本社と製鉄所との情報交換を実施して法令遵守の徹底を

はかっている。 

なお、（社）日本鉄鋼連盟の活動には国のインベントリ作成への支援やＶＯＣ自

主行動計画の推進等があり、その対象についてはデータの収集にあたって精度

を向上させる視点から測定データの確認等を実施して、届け出の法令遵守につ

いて啓蒙を実施している。また、今回契機となった法令違反を受けて、業界と

して法令遵守の強化の取組を開始した。違反につながる事例を収集して解析す

ることにより、再発防止をはかろうというものである。 

 

３．利害関係者との連携 

■■公害法令に関しては、直接的には製鉄所の近隣の住民との関係が最も重要で、

法令の行政責任主体である地方自治体を通じてコミュニケーションを製鉄所毎

にとってきている。地方自治体の多くは関係する製鉄所と協定を締結して具体

的な設備毎の運転・管理、濃度測定やそのデータの管理、緊急時や異常時の処

理方法等について具体的な取り決めをし、必要に応じて内容を更新している。 

■■その取り決めは、近隣住民の意見等を踏まえた製鉄所近隣の環境を評価して実

施されており、議会等でその妥当性が評価されていると考える｡当然、地方議会

では苦情等の対応についても取り上げられ、その審議の結果に基づいて地方自

治体と製鉄所の間で協議されて協定に反映されるなど適切な対応を図ってきた。 

また、製鉄所によっては、近隣の事業者と連携して協議会を設けて定期的に地

方自治体と連絡会を開催して、公害法令の運用状況について環境濃度のデータ

や設備の運転状況など情報交換を実施しているところや近隣の住民にモニタリ

ングをお願いして環境情報の提供をお願いしてその情報をもとに対応している

ところもある。 
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■■以上のとおり、地方議会や地方自治体が適切にその地域の環境リスクを評価し、

その評価結果に基づいて製鉄所の公害防止施策が実施される体制になっており、

その体制の中で住民とのコミュニケーションが適切に実施されていると評価し

ている。また、機関投資家やアナリストの方には、説明会を定期的に開催して

経営方針を説明し、財務状況に加えて社会・環境報告書を紹介してコミュニケ

ーションをはかるとともに、2005 年から個人投資家には製鉄所の見学会を開催

して製鉄所の環境保全状況についても情報交換を実施している。 

 

 

以  上 
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